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(57)【要約】
【課題】コストを大幅に上昇させることなく、造粒中の
炭材の埋没を防ぐことができる、焼結用配合原料の製造
方法を提供すること。
【解決手段】鉄鉱石、副原料、炭材、返鉱を含む原料を
混合・造粒して焼結用配合原料を製造する、焼結用配合
原料の製造方法であって、原料のうちの返鉱の一部、鉄
鉱石、副原料を混合・造粒して主原料とする、主原料造
粒工程（Ｓ１）と、原料のうちの返鉱の残り、および炭
材の全量を同時に主原料に添加する、後添加工程（Ｓ２
）と、を実施し、焼結用配合原料に含まれる返鉱の総量
に対する、後添加工程（Ｓ２）で用いられる返鉱の質量
比が１／１５～７／１５であることを特徴とする、焼結
用配合原料の製造方法。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄鉱石、副原料、炭材、返鉱を含む原料を混合・造粒して焼結用配合原料を製造する、
焼結用配合原料の製造方法であって、
　前記原料のうちの返鉱の一部、鉄鉱石、副原料を混合・造粒して主原料とする、主原料
造粒工程と、
　前記原料のうちの返鉱の残り、および炭材の全量を同時に前記主原料に添加する、後添
加工程と、
　を実施し、
　前記焼結用配合原料に含まれる返鉱の総量に対する、前記後添加工程で用いられる返鉱
の質量比が１／１５～７／１５であることを特徴とする、焼結用配合原料の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の焼結用配合原料の製造方法であって、
　前記後添加工程は、前記焼結用配合原料１００質量％に対して前記返鉱を１質量％以上
、７質量％以下の範囲で添加する工程であることを特徴とする、焼結用配合原料の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、焼結用配合原料の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　焼結用原料は、複数種類の鉄鉱石、石灰石（ＣａＯ源）や橄欖石（ＳｉＯ2、ＭｇＯ源
）等の副原料、粉コークス等の炭材、返鉱などを含む。
　焼結用原料は、銘柄毎に原料槽に貯蔵されて、配合に応じて定量切り出しされる。切り
出された各原料は、原料搬送用のベルトコンベア上で合流し、ドラムミキサー等の造粒機
に搬送される。造粒機では、焼結用原料に水分が添加されて造粒される。
【０００３】
　造粒後の焼結用原料（以下、「焼結用配合原料」とも記す）は、原料装入装置のサージ
ホッパーから焼結機に供給され、パレットに装入されて焼結充填層を形成する。
　焼結充填層はパレットとともに水平方向に移送され、充填層の最上部に点火される。さ
らに、焼結充填層の上方から下方に向かって、大気中の空気が同層内を通して下方吸引さ
れることによって、粉コークスが燃焼する。燃焼により生成した高温ガスにより焼結用配
合原料の粒子が加熱昇温される。
【０００４】
　加熱と吸引により、焼結充填層の上層部から下層部に向かって焼結が進行する。最下層
まで焼結が完了した塊状物（以下、「焼結ケーキ」とも記す）は、焼結機の排鉱部で粗破
砕された後に、冷却機により冷却され、篩で整粒される。篩上が焼結鉱となり、篩下は返
鉱として焼結用原料に用いられる。
【０００５】
　焼結用原料は、必ずしも同時に全ての原料を混合・造粒する必要はない。
　例えば、特許文献１には、焼結用原料を造粒した後に、返鉱を焼結用配合原料に対して
５～２５質量％の比率で添加することにより、造粒物の水分含有率を低下させる技術が記
載されている。
【０００６】
　特許文献２には、粉コークス等の固体燃料系粉原料を、ドラムミキサーの下流側途中で
後添加させることにより、造粒物の粒径を大きくする技術が記載されている。
【０００７】
　特許文献３には、焼結用原料を造粒した後に、固体炭材粒子と返鉱を全量添加すること
により、固体炭材粒子が造粒物に埋没して燃焼速度が低下するのを防ぐ技術が記載されて
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いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００９－０９７０２７号公報
【特許文献２】特開２００３－１６０８１５号公報
【特許文献３】特開２０１５－１９３９３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１～３に記載の技術は以下のような問題があった。
　特許文献１は炭材を先に添加するため、炭材が造粒物に埋没するという問題があった。
　炭材が埋没すると、焼結の際に炭材が充填層内の空気と接触し難くなるため、燃焼速度
が低下するという問題があった。
【００１０】
　特許文献２は、炭材を後添加するため、特許文献１よりは炭材が造粒物に埋没し難いも
のの、埋没を防ぐ手段が他にないため、燃焼速度が低下するのを十分に防ぐことができな
いという問題があった。
【００１１】
　特許文献３は炭材と返鉱を後添加することにより、炭材の埋没を防ぐことができるとい
う点で有用である。
　しかしながら、特許文献３では炭材と返鉱の全量を後添加しているため、後添加のため
の設備が大型化し、コストが高くなるという問題があった。
【００１２】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、コストを大幅に上昇させることなく、
造粒中の炭材の埋没を防ぐことができる、焼結用配合原料の製造方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明に係る焼結用配合原料の製造方法は、鉄鉱石、副原料、炭材、返鉱を含む原料を
混合・造粒して焼結用配合原料を製造する、焼結用配合原料の製造方法であって、前記原
料のうちの返鉱の一部、鉄鉱石、副原料を混合・造粒して主原料とする、主原料造粒工程
と、前記原料のうちの返鉱の残り、および炭材の全量を同時に前記主原料に添加する、後
添加工程と、を実施し、前記焼結用配合原料に含まれる返鉱の総量に対する、前記後添加
工程で用いられる返鉱の質量比が１／１５～７／１５であることを特徴とする、焼結用配
合原料の製造方法である。
【００１４】
　この発明によれば、炭材と返鉱とを同時に後添加することで、混合による炭材の主原料
への分散時に、返鉱が炭材と主原料との接触を阻止する。そのため、造粒時に炭材が造粒
物に埋没して燃焼速度を悪化させるのを防ぐことができる。
　この発明によれば、返鉱は一部のみを後添加するので、後添加設備の大型化を防ぐこと
ができ、後添加工程を実施することによるコストの上昇を防ぐことができる。
　この発明によれば、焼結用配合原料に含まれる返鉱の総量に対する、前記後添加工程で
用いられる返鉱の質量比が１／１５～７／１５であり、返鉱が炭材と原料との接触を阻止
する効果が高い範囲で返鉱を後添加する。
　そのため、返鉱を全量後添加しなくても造粒中の炭材の埋没を防ぐことができる。
【００１５】
　前記後添加工程は、前記焼結用配合原料１００質量％に対して前記返鉱を１質量％以上
、７質量％以下の範囲で添加する工程であることが好ましい。
　この発明によれば、炭材と焼結用配合原料との接触を返鉱が阻止する効果が高い範囲で
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、返鉱を後添加するので、コストを大幅に上昇させることなく、造粒中の炭材の埋没を防
ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】原料に含まれる返鉱の総量に対する、後添加する返鉱の質量比と、生産性の関係
を示すグラフ。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る焼結用配合原料の製造装置を示す図。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る焼結用配合原料の製造方法を示すフロー図。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る焼結用配合原料の製造装置を示す図。
【図５】後添加する返鉱の質量比と、生産性の増加量ａ、および返鉱の後添加量と生産性
の関係が線形であると仮定した場合の生産性の増加量ｂとの関係を示すグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　（発明の経緯）
　まず、本発明を創出するに至った経緯について、簡単に説明する。
　特許文献３に記載のように、炭材と返鉱を、他の原料の造粒後（主原料の造粒後）に後
添加することにより、造粒物への炭材の埋没を防ぐことができることは公知である。
【００１８】
　一方で、特許文献３は返鉱の全量を後添加しているため、後添加工程に要する設備の大
型化、高コスト化を招く恐れがあった。また、返鉱の後添加量をどの程度にすれば、造粒
物への炭材の埋没を防ぐ効果が得られるのかも不明であった。
【００１９】
　そこで、本発明者は、特許文献３とは逆に、焼結用配合原料中の返鉱の総量に対する、
後添加する返鉱の質量比を、０から徐々に増やして造粒を行い、生産性への影響を調査し
た。
【００２０】
　その結果、図１に示すように、添加する返鉱の割合が少ない方が、添加による生産性の
向上効果が大きい場合があることが分かった。
【００２１】
　具体的には、図１では、焼結用配合原料に含まれる返鉱の総量に対する、後添加する返
鉱の質量比が、１０／１５以上の場合は、点線で示した参考線のように、添加する返鉱の
割合と生産性が、線形の関係にあった。
　一方で、質量比が１／１５～７／１５の範囲では、参考線よりも生産性が高くなってい
た。この結果は、質量比が１／１５～７／１５の範囲では、他の範囲よりも、造粒物への
炭材の埋没を返鉱が防ぐ効果が、高いことを示している。
【００２２】
　この結果から、質量比が１／１５～７／１５の範囲で返鉱を後添加すれば、後添加工程
に要する設備を大型化させずに、造粒物への炭材の埋没を防ぐ効果を高くできることを本
発明者は見出し、本発明を創出するに至った。
　以上が、本発明を創出するに至った経緯である。
【００２３】
　次に、図面を参照して、本発明の第１の実施形態について、図２および図３を参照して
説明する。
【００２４】
　まず、図２を参照して、第１の実施形態に係る焼結用配合原料の製造方法に用いられる
、焼結用配合原料製造装置１の構成について説明する。
【００２５】
　図２に示すように、焼結用配合原料製造装置１は、主造粒ライン３、後添加ライン５、
および造粒物搬送コンベア１３を備える。
【００２６】
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　主造粒ライン３は、返鉱の一部、鉄鉱石、副原料を混合・造粒して主原料とするライン
であり、原料槽７、主原料搬送コンベア９、造粒機１１を備える。
　原料槽７は、返鉱の一部、鉄鉱石、副原料がそれぞれ貯蔵された槽である。原料槽７の
一つは、返鉱が貯蔵された原料槽７Ｂである。
　主原料搬送コンベア９は、原料槽７から切り出された原料を、造粒機１１に搬送する装
置であり、例えばベルトコンベアが用いられる。主原料搬送コンベア９は、原料槽７の下
方に設けられる。
【００２７】
　造粒機１１は、原料槽７から切り出された原料に水を添加して造粒することにより、主
原料を製造する装置であり、例えばドラムミキサーが用いられる。
【００２８】
　後添加ライン５は、返鉱の残り（主造粒ライン３で造粒されない返鉱）と炭材を混合・
造粒して主原料に後添加するラインであり、原料槽１５、１７、後添加原料搬送コンベア
１９を備える。
　原料槽１５は、炭材が貯蔵された槽である。原料槽１７は、返鉱が貯蔵された槽である
。
　後添加原料搬送コンベア１９は、原料槽１５、１７から切り出された炭材および返鉱を
、造粒物搬送コンベア１３に搬送する装置であり、例えばベルトコンベアが用いられる。
後添加原料搬送コンベア１９は、造粒物搬送コンベア１３の上方に設けられる。
【００２９】
　造粒物搬送コンベア１３は、造粒機１１で造粒された主原料、および後添加された配合
原料を焼結機に搬送する装置であり、例えばベルトコンベアが用いられる。造粒物搬送コ
ンベア１３は、上流側の端部が造粒機１１内に配置されるように、造粒機１１の下流端部
に設けられる。
　以上が、焼結用配合原料製造装置１の構成の説明である。
【００３０】
　次に、焼結用配合原料製造装置１を用いた焼結用配合原料の製造方法について、図２お
よび図３を参照して説明する。
【００３１】
　まず、主造粒ライン３を用いて、鉄鉱石、副原料、返鉱の一部を含む原料を混合・造粒
して主原料を製造する（図３のＳ１、主原料造粒工程）。
　具体的には、まず、原料槽７から鉄鉱石、副原料、返鉱の一部を含む原料を切り出して
主原料搬送コンベア９で造粒機１１に搬送する。
【００３２】
　次に、造粒機１１で、原料に水を加えて混合・造粒する。造粒した材料（主原料）は、
造粒物搬送コンベア１３に搭載される。
【００３３】
　次に、後添加ライン５を用いて、返鉱の残り、および炭材の全量を同時に主原料に添加
する（図３のＳ２、後添加工程）。
　具体的には、まず、原料槽１５、１７から炭材と返鉱を切り出して、後添加原料搬送コ
ンベア１９に搭載する。
　後添加ライン５には、必ずしも炭材と返鉱を混合する混合機等を設ける必要はない。炭
材と返鉱が、搬送時の造粒物搬送コンベア１３上、焼結機（図不示）のサージホッパー（
図不示）内およびスローピングシュート（図不示）上で、自然に混合されれば十分である
。
【００３４】
　次に、後添加原料搬送コンベア１９で、炭材と返鉱を造粒物搬送コンベア１３まで搬送
し、造粒物搬送コンベア１３上の主原料に同時に後添加する。
　この際、炭材と主原料との接触を返鉱が阻止するため、炭材が主原料に埋没するのを防
ぐ。
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【００３５】
　後添加原料搬送コンベア１９における後添加の位置は、特に限定されない。図２の符号
Ａで示すように、後添加原料搬送コンベア１９の上流側の端部（造粒機１１内）であって
もよい。符号Ｂに示すように、下流側でもよい。
【００３６】
　上流側に添加する場合は、より均一に炭材を混合できる点で有利である。下流側に添加
する場合は、造粒物への炭材の埋没がさらに起こり難くなる点で有利である。
【００３７】
　後添加する炭材の量は、焼結用配合原料中の炭材の全量であることが好ましい。これは
、炭材の後添加比率が大きいほど、造粒物へ埋没し難くなり、生産性が向上するためであ
る。
【００３８】
　焼結用配合原料に含まれる返鉱の総量に対する、後添加する返鉱の質量比は、１／１５
～７／１５の範囲である。例えば、焼結用配合原料中の返鉱の割合が１５質量％の場合、
後添加する返鉱の割合は、焼結用配合原料１００質量％に対して１質量％以上、７質量％
以下となる。
　これは、他の範囲よりも、造粒物への炭材の埋没を返鉱が防ぐ効果が高いためである。
後添加する返鉱がこの範囲の下限を外れると、後添加の効果が十分に得られない可能性が
ある。後添加する返鉱がこの範囲の上限を外れると、埋没防止効果が飽和する。
【００３９】
　炭材と返鉱が後添加された焼結用配合原料は、造粒物搬送コンベア１３を用いて焼結機
に送られ、焼結に供される。
　以上が、焼結用配合原料製造装置１を用いた焼結用配合原料の製造方法の説明である。
【００４０】
　このように、第１の実施形態によれば、鉄鉱石、副原料、返鉱を含む原料を混合・造粒
して主原料を製造し、返鉱の残り、および炭材の全量を同時に主原料に添加する。
　そのため、造粒物への炭材の埋没を防ぐ効果を高くできる。
【００４１】
　また、第１の実施形態によれば、焼結用配合原料に含まれる返鉱の総量に対する、後添
加する返鉱の質量比が、１／１５～７／１５の範囲であり、炭材と主原料との接触を返鉱
が阻止する効果が高い範囲で、返鉱を後添加する。
　そのため、返鉱を全量後添加しなくても、埋没防止効果が得られ、コストを大幅に上昇
させることなく、造粒中の炭材の埋没を防ぐことができる。
【００４２】
　次に、第２の実施形態について、図４を参照して説明する。
　第２の実施形態は、第１の実施形態において、後添加ライン５に原料槽１５、１７を設
けない構成としたものである。
　なお、第２の実施形態において、第１の実施形態と同様の機能を果たす要素については
同一の番号を付し、主に第１の実施形態と異なる部分について説明する。
【００４３】
　図４に示すように、第２の実施形態に係る焼結用配合原料製造装置１Ａは、原料槽１５
、１７が原料槽７の一部として、主造粒ライン３に設けられている。
　原料槽１５には抜き取り装置２３が設けられ、切り出された炭材は、主原料搬送コンベ
ア９に搭載されずに、後添加原料搬送コンベア１９に搬送される。
　原料槽１７には分配器２１が設けられ、返鉱の一部が主原料搬送コンベア９に分配され
、残りが後添加原料搬送コンベア１９に分配される。
【００４４】
　このように、後添加ライン５に必ずしも原料槽１５、１７を設ける必要はなく、主造粒
ライン３の原料槽７から返鉱の一部と、炭材を抜き取って後添加ライン５に供給してもよ
い。
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　このような構造とすることにより、既存の原料槽７をそのまま用いても、返鉱の一部と
、炭材を後添加できる。
　なお、焼結用配合原料製造装置１Ａを用いた焼結用配合原料の製造方法は、第１の実施
形態と同様であるため、説明を省略する。
【００４５】
　このように、第２の実施形態によれば、鉄鉱石、副原料、返鉱を含む原料を混合・造粒
して主原料を製造し、返鉱の残り、および炭材の全量を同時に主原料に添加する。
　よって、第１の実施形態と同様の効果を奏する。
【実施例】
【００４６】
　以下、実施例に基づき、本発明を具体的に説明する。
　後添加する返鉱の割合を変化させて焼結用配合原料を製造して焼結し、生産性への影響
を評価した。具体的な手順は以下の通りである。
【００４７】
　まず、焼結機として、鍋試験装置を用意した。
　次に、鍋試験装置の試験鍋（内径３００ｍｍ、高さ６６０ｍｍ）に約１．５ｋｇの床敷
鉱を投入した。次に、表１に示す配合比率の焼結用配合原料約７０ｋｇを用意した。
【００４８】
【表１】

【００４９】
　次に、後添加予定の原料を除いた残部の原料を、ドラム状の混合機を用いて２８５秒間
、混合・造粒して主原料とした。その後、粉コークス全量と返鉱の一部を後添加原料とし
て主原料に添加し、１５秒間混合して焼結用配合原料とした。
　次に、焼結用配合原料を試験鍋に投入し、充填層の表面を９０秒間バーナーで加熱して
点火した後、吸引負圧１４．７ｋＰａ（１５００ｍｍＡｑをｋＰａに換算）で試験鍋内の
空気を吸引した。これにより、焼結用配合原料の上層から下層へと焼結を進行させ、焼結
ケーキを製造した。
【００５０】
　次に、焼結ケーキを２ｍの高さから５回落下させた後、粒度が５ｍｍ以上の焼結鉱を成
品として篩分けし、秤量した。さらに、成品の質量、焼結時間、および焼結面積（充填層
の点火面の面積）に基づいて、単位焼結時間、単位焼結面積当たりの成品のトン数を生産
性（t／ｄ／ｍ2）として算出した。
　以上の試験を、後添加する返鉱の割合を０～１５質量％の範囲で変化させて行った。結
果を図１に示す。
【００５１】
　図１に示すように、後添加する返鉱の割合が増えると生産性が向上していた。
　ただし、添加量が１０質量％以上の場合は、図１の点線に示すように、後添加する返鉱
の割合と生産性の関係が線形だったのに対し、１質量％以上、７質量％以下の場合は、線
形の関係が見られなかった。また、１質量％以上、７質量％以下の場合は、点線よりも生
産性が上にあり、返鉱の添加による効果が高いことが分かった。
【００５２】
　そこで、返鉱の添加による効果をより詳細に検討するため、後添加する返鉱の質量比と
、生産性の増加量ａの関係、および返鉱を後添加することによる生産性の向上効果が、線
形であると仮定した場合の増加量ｂとの関係を求めた。
　ここで、増加量ａとは、求めた生産性と、後添加する返鉱が０％の場合の生産性の差で
ある。増加量ｂは、後添加する返鉱の質量比と生産量との関係が、返鉱が０％の場合と、
１５％の場合の、測定点を通る直線で表せる（線形である）と仮定した場合の生産性と、
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後添加する返鉱が０％の場合の生産性の差である。増加量ｂよりも増加量ａが大きい場合
、返鉱の添加による効果が高いことを意味する。逆に増加量ａが増加量ｂ以下の場合、返
鉱の添加による効果が低いことを意味する。
　結果を表２に示す。後添加する返鉱の質量比と、増加量ａ、ｂの関係を図５に示す。
【００５３】
【表２】

【００５４】
　表１および図５に示すように、返鉱の添加量が１質量％以上、７質量％以下の場合は、
増加量ａが増加量ｂよりも大きかった。
　この結果から、返鉱の添加量が１質量％以上、７質量％以下の場合は、１０質量％以上
の場合と比べて返鉱の添加による生産性の向上効果（表２の「ａ－ｂ」）が高いことが分
かった。
【符号の説明】
【００５５】
　１、１Ａ…焼結用配合原料製造装置、３…主造粒ライン、５…後添加ライン、７、７Ｂ
…原料槽、９…主原料搬送コンベア、１１…造粒機、１３…造粒物搬送コンベア、１５、
１７…原料槽、１９…後添加原料搬送コンベア。
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